
Title 英国炭坑争議の発展
Sub Title
Author 堀江, 帰一

Publisher 慶應義塾理財学会
Publication year 1927

Jtitle 三田学会雑誌 (Keio journal of economics). Vol.21, No.1 (1927. 1) ,p.1- 31 
JaLC DOI 10.14991/001.19270101-0001
Abstract
Notes
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234610-19270101-

0001

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


H

■ 

- 

.
|
-
»
-
-
-
/
|
«
?
/
-
>
1
/
%
/
3
>
|
-
|
-
J
L
J
1

 ̂

o
 

i
 

,
.

.

ゆ
I

M

 

本

一
 

I
,

 

. 

, 

.

.

.

. 

I

I

 

,

&

^

*

^

3

^

聞̂
©

魁
.

^

し
ま
し
を

 ̂

V

,

 

♦

、

、

、
' 

r

.

'
 

‘ 

I

I
m

‘な
■ tent

.... .、lEwo 

ftfS'a 
ICar* 

(niA l»K«
.’：，.- : . IN3«

. ，

km
b k ^

P m

tKJ»*

.• t a r  

. . « M a  

•■ IRxzt 

■.' Irvaa 

*so^

1 ：ttS9» ：:
. ' Bssv'‘ ^

...«»■■»» .

* to 44
,■' > A <4 ■•.
•L.,cnUi .

'-V ' ..
tttta- 

•； p v t l， 

R t n  ：

,

，lvui 

‘.，. fctos

■ V»tA
■: : tめ *  . ‘

：.> trox ■： • 

；.S\M| ■、.

■ : ■ { & M ' ■■
• tetct 

'；-*iKlCI j ■ 

.'■ ceaa '

【，f ' ■

■' t^io. •
• •

t Atw* ■ ■
,■ Sr£\c ,

Cklrvf

IBV« ■：' •
..

.-Oktoui
boisi 

•, ■ tvmj%

fcwrti '. 

PilOA 

tiBM *

-，tovw.'.':

.«»=« *
；,.：

:.*Ba« ...

' ;.' J

Mota ' 

ベ ‘ 

90i*m ‘

• Viim •■■

；t s n  •• ■.
■ Moki ■
-■Kom ' ，‘
titeu .' • 

*P»3» レ
.iksfa.— :.， . ■；• ■

(Ewj ___ 
© w a  ' 

cnesa ： •. •. OceJ .
な’场 .

0f*9  ■■' 

<%«n 、，

nil

I
H

 

f

f

l

學

會

雜

誌

第

1
1

十

一

卷

策
. , , A

號

英
國
炭
筑
爭
譲
の
發
展

堀

歸

‘

科
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誌
饼
ニ
十
举
饼
セ
號
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十
五
培
七
月
發

s
i
i
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て

「

英
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ホ
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の
炭

^
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じ
寂
築
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懷
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0

す
る

一

論
文
を
得
げ
、英

-

國
炭
坑
爭
詣
の
原

.

因
神
に
効
發
以
後
，の
狀
況
、を論
述
し
た
。
本
識 

は
之
を

M

け
.

て、其
後

1
.1

於
て
、
#

 i
f

が
如
M

な
る
經
過
を
他
つ
た
か
、，

<

^

叙
し
た
も
の
で
あ
る
。

生
 

,
€
:
し

'
 

て 
W

 

货

.0
.̂
.
.

材
.料
 

V

.

し
た
の

.

は
释
.

働
'

翁
.

读
'
.
"行，.
，，
の
.
.

I
-
p
b
o
u
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G
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u
e
l
t
.
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で
あ
.

り'外
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o
n
o
m
i
s
t
,

 

S
t
a
t
i
s
t
,

 

N
e
w

 

L
e
a
d
p
r

を
參
照
し
て
，捕
正
す
る

こ

W

 

： !

勉
め
わ
。

唯

-

^

~

月
下
句
ま
で
，の
材
料

L
i
.

 

つ
た
お
め
#
謙 

が
如
何
に
し
て
給

末
！！

近
づ
い
わ
か
を
論
ず
る
を
得
ざ
り
し
こ

ミ

 ̂

^

略
.

メ
す
る
。

!

 

M

英
國
に
於
て、千
九

®

ニ

，
，す

六

，
年

H

月

三

ナ

日

を

，以
，つ
て
、％

主

ふ

坑

夫

と

の

間

に

從

水

存

在

:

• 

• 

, 

.

.

.
 

.

し
て
居
，つ
た
賞
銀

協
約
の
；

期

：問

滿

了

し
，之
に
代
る
可
き
協
約
を
縮
結
す
を

一

段

-

爲̂
.つ
て
、兩

レ

塑

一

十
一
卷
，

(
一
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英
圆
炭
坑
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議
の
發
展
ツ 

鎮I

號 

一



'
 

.

.

.

I

.

.

i

,

——

.

.

. 

I
 

-  

..'ニ
 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

j
i
< 
-

-

-

-

-' - 

' 

■ 

-
- 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

■.
 

• 

' 

; .

.

.
 

, 

. 

- 

- 

.

.

.

.

.

 

货 T.

.

.

.

.

.
 

. 

. 

.....
 

■ 

.

.

.. 

.

.

.

.

.
 

.

.
 

■
 
■
 
,
 

‘ 

- 

- 

' 

. 

. 

• 

‘ 

• 

•
, 

■ 

.
»
*
• 

f
A
-
.
f

■ 

■

m

然
ニ
十

i
 

(

ニ

)

英圓揚挑

.爭謎の發.展

 

：第

一

挪

11

者
め
滿
足
を
招
る
が
如
き
：狀
態
の

T

に
’其
成
立
：を
吿
げ

.る

得

な

：か
：

た
：結
：架
、
®

五
月

r

日 

を
以
つ
て
、諧
地
方
の
炭
坑

.に
於
て
，坑
夫
の
業
務
を

#

;廣

す

る

者

精

次
；；

い
で
起

.K

其
.數
約
百
五 

蔣
人
の
多
き
に
上
つ
た

1

方
に
、坑
主
亦
對
抗
的
に

H

場
閉
鎖
を
賞
行
し
，な
に
世
人
を
し
て
稀 

有
の
大
爭
纖
に
接
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
，で
あ
る

"
.然
し
な
が
ら
總
：龍
業

‘に
し
ろ
，炭
坑
罷
業
，
 

に
し
ろ
、必
す
し
も
此
時
を
以
つ
て
、直
に
開
始
さ
れ
た
の
，で
は
：な
い
、勞
働
粗

♦

聯：<
2

會
，.總
評
：厳

；：

"
"

)

は
實
に
五
月

r

日
付
を
以
ゥ

•

て
、現
下
進
行
中
の
爭
瑪
が
解
決
さ
れ
ざ
る 

場
合
に
は
、五
月
三
日
の
夜
半
を
期
し
て
、總
罷
業
を
爲
す
可
き
意
思
を
表
明
し

'た
の
で
あ
つ
て
、
 

同
日
右
評
識
會

#
,
i
iは此
旨
を
總
理
大
臣
に
吿
知
し

"五
月

一

日
か
ら

.同
：T

1

日
：に
至
る
間
に
於 

て
，事
件
の
協
議
を
試
み
る
可
き
意
を
通
じ
た
の
で
あ
る
。
隨
ら
て

！

部
の
人
が
英
國
の
勞
働 

激
を
目
し
て
突
嗟
の
ホ
に
維

.

.

.
罷
.業
を
敢
行
し
歇
ぐ
て
脑

-會
に

.

.

.
大

.な

.
る
.
.
.
.
職
擾
：を

.

.藤

.し
た

.50.

す_

る
 

の
非
難
は
實
際
に
當
ら
ぶ
い

i

K
へ
る
。

然
ら
ぱ
右
兩
日
の
間
に
於
て
、坑
失

.組
：
.合
執
行
，委
員 

會
ご
政
府
ざ
の
間
に
如
何
な
る
交
渉
が
行
は
れ
、又
如
何
な
る
結
果
を
吿
げ
た
か
、&
府
が
一
意 

狀
夫
に
向
ウ
て
、サ
ミ
ユ

I
ル
委
員
會
の
決
譲
に
服
從
し
、然
る
後
に
之
を

$
:礎
i

し
て
、
M

決
の 

逾
，を

求

め

や

う

ビ

要

l
i
.

し
、傍
ら
非
常
權
限
法
の
下
に
，萬

I

,の
變
に
：處
す
る

♦

傭
を

P

じ
た

C

VJ,

は
‘甚
だ
し
ぐ

-
:

g

夫
側

b

威
情
を
害
し
、

g

失
は

.着
々
灘
罷
業
の
：準
備
に
エ
風
を
凝
し
た
爲
め
，
 

何
等
の
交
涉
も
遂
に
成
立
ホ
る
に
至
ら
す
，五

0
0
日
を
以
つ
て
勞
働
組
合
聯
合
會
の
名
の
下 

に
、總
罷
業
が
決
行
さ
れ
，事
仲
に
刷
す
る
交
涉
は

I

切
を
擧
げ
て
，右
聯
合
會
評
談
會
に
救
さ
れ

I

I

.

.爲
つ
た
の
で
ぁ
る
。
而
し
て
始
め
政
府
は
當
該

I

に
對
し

5

觀
的

I

を
取

つ
て
，何
等
の
手
段
に
出

' で
す
、其
靜
か
な
る
こ
ご
、林
の

'如
：ぐ
、又
森
の
如
き
威
を
世
人
に
與
へ
た 

力
五
月
十
ご
日
灰
惋
業
訓
査
委
貫
會
長
ナ

I
,
、ノ
 

I \ 
I
ト
ダ
ミ
ユ

-

~

ダ

は
評
議
會
長
ピ
ユ

I 

氏
に

.向
つ

-
て
，妥
協
條
仲
，，

^
提
示
レ
た
.書

面

を

送

つ

た

ひ

サ

I
、ハ
！
パ

I

ト

の

妥

協

條

レ
し

. 

, 

' ----- 

7,

て
揭
げ
た
も
の
は
、

- 

••
 

.
 

'.
 

.
 

.

(
J
)

炭
業
の
狀
況
に
關
す
る
協
譲
は
政
府
が
適
當
の
期
間
必
要

y
j

す

>
0

袖
助
金
を
支
給
す 

る
條
仲
の
下
に
，再
開
：さ
れ
る
こ

V
,

(一

ニ
如
何
な
る
協
識
も
坑
主
姊
夫
間
に
於
け
る
單
獨
の
，

i

乂
涉
以

.外
に

‘，淨
諷
を
*
決
す
る
法 

を
傭
へ
ざ
る
限
ゥ
、有
效
の

.も
の
//

」

考
へ
 

'ら，れ
な
い
、故

.に
兩
當
事
者
の
代
表
：激
に
中

1

乂
の
人 

々
を
，加
へ
，獨

立

の

地

位

に

居

る

人

を

委

員

長

ゴ

す
る
國
民
賞
銀
局
を
組
，織
し
，之
に
大
な
る 

權
能

.を
：...賦
與
す
る
こ
ざ
、•，
.，

至

i

卷

(

三
英
國
躲
坑
爭
請
の
缴
展

 

热一

號 

ni



• 

, 

V

■

第

I

號 

s
.

問
题

♦

提
出
し
、同
局
の
計
譲
審
査

伴
ふ
，尉
盡
が
有
效
に
職
用
さ
れ
る 

の
改
疋
を
加
へ
ざ
る
こ

ご
，坑
夫
‘の 

て
、立
法
上
幷
に
行
政
上
の
計
晝
に

m
二
十

i
 

(

四

)

英
¥
お
坑
爭
購
の
资
展 

a
s
石
贊
銀
局
に
於
け
る
當
事
者
は
總
て
事
仲
に
關
.す
る 

に
付
す
る
を
得
る
こ

V,

i

)

炭
杭
業
調
營
番
員
會
の
.提
示
し
た
斯
業
紐
織
改
革
に 

充
分
の
保

S

の
存
：せ
，ざ
る
限
み
、從
來
の
賃
銀
查
に
何
等 

代
表
者
を

4
n

む

1

の
委
員
會
を
組
織
し
"政
府
ビ
協
力
し

從
は
し
め
る
こ
マ
し

*

i

上
諸
點
に
刷
す

.

る，協
定
，成
立
し
，現
下
の
經
營
上
に
於
け
る
困
難
に
應
や
る
方
法
確
立 

し
た
後
に
，賞
銀
協
約
の
成
立
に
進
む
こ
ご
、

 

◊

H
0

賞
銀
協
約
は

3

出
'

來
得
ベ
ぐ
ん
ぱ
、從
來
の
も
の
に
比
較
し
て
，簡
單
で
あ
最
低
率
の 

貸
銀
を

k

 

P
さ

れ
て

居

る

.者
に

S

し
て
、不
利
の
影
響
を
及
ば

さ
す
、

g

正
®
め
勞
働
に
服
す 

る
勞
働
に
對
し
て
、如
何
な
る
事
情
の
下
に
於
て
も
、低
減
せ
し
め
る
.を
許
さ
る
賞
銀
の 

，最
低
限
度
を
設
け
，

新
し
き
事
情
の
，生
：じ
た
場
合
に
は
、之
に
適
應
す
る
爲

.

め、賞
銀
顧
に
於 

V

適
觉
の
改
正
を

施
，す

：諸

點

；を
骨
子
ビ
す
る
こ
ス

(

七

j

失
業
坑
失
を
舉
傭
す
る
を
得
る
場
合
に
、十

A

儀
以
上
の
勞
働
者
を
新
に
履
傭
す
る
を
防

I

止

す

る

計

盡

を

i
S

す

る

こ

VJ",

(

八
}

不
經
濟
な
る
炭
博

‘

の
®

鎖
に
依
つ
て
、失
業
す
る
恍
失
の
翁
め
、

S

必
要
ど
す
る
政
府
の
援 

助
に
依
つ
て
、彼
等
の
移
動
を
課

-

-

、

g

斯
る
移
動
行
は
れ

t

又
代
る
可
き
職
業
に
就
ぐ
能
は 

ざ
る
者
の

®

 

T

 

^

 

f

f

i 

f

t

を
.

給
與
す
可

-
-
、

此
：給
與
は
現
行
失
.業
保
險
法 

:

,

の
下

£：：

於
，

i

る
ホ
業
惠
與
金
の
增
額
を
以
つ
て
し
、國
庫
は
此
墙
額
に
必
要
な
る
麟
金

.

を

資 

一：：，：擔
し
、

S

夢
弊
し
た
勞

働
：
#

に
適
す
る
新
家
屋
の
建
藥
を
急
速
に

I

#,働
組
合
聯
合
會
は
此 

點
：に
於
て
協
力
す
る
こ

V
J

 

の

：
諸

點

：
⑥

，
あ

：
つ

，
た

。

サ

ド

, 

I

 

.パ
1

ト
、サ
ミ
：
ユ

I

ダ
の
主
救
す
る
炭
坑
業
調
査
委
員

t

 

Q

報 

★

，が坑

#
!

に
収

a

て
，：g
i

だ
し
ぐ
不
滿
足
の

も
，の
で
あ
り
、最
近
の

"

争
厳
の
勃
發
し
た
こ

’/
J

の
如 

き、此
報
骨
に
骤
す
る
反
感
に
依
る
も
の
、
少
な
か
ら
ざ
る
は
、吾
人
の
認
め
る
所
で

.

あ
る
。
上 

記
サ
：

|

'

ハ
I

 

1

ト
，，の
提
案
は
：委
員
會
の
，報
告
に
比
較
す
れ
ぱ
、聊
か
塊

.

夫
の
利
齋
を
尊
®
し 

た
さ
認
め
ら
化
る
節
，も
な
，し
ざ
し
な
い
が
、圓
ょ
り
統
夫
側
を
し
て
滿
.足
せ
し
め
る
も
の
で
は 

な
い
。
然
も
政
府

が

右
：調：查；委

m

會
の
，報
告
に
執
着
す
る
こ
ざ
は

’

殆

V
」
{
C
B

軌
を
逸
し
た
も
の
，

 

>

如
ぐ
で
お
っ
て
、五
風
十
五
日
總
理
大
は
挑
主
組
合
代
表
者
ィ

I

ダ

K

ン
.
、
ク

キ

ジ
ャ
-
ム
ぺ
ス

第
二
十
5 

(

五
，〕

：

英
國
‘お
坑
爭
購
の
焕
展 

筋
！
號 

五
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氏
に
左
の
解
決
條
件
を
咨
む
#
面
を 

る、耍
す
る
，に.炎
瑪
業
調
森
委
員
會
の 

す
を
も

 

'の
で
あ
つ
て
、其
要

0
は
左
6

银11十
！'

卷

(

六

〕

：，
英
國
炎
坑
爭
購
の
齋
展

氏

邮

に

挑

失

0
合
，聯

合

會

代

表

.者
 ̂

I

バ

I

ト
、ス

5 

送
政
も
て
、政
府
の
意
見
を
明
に
レ
た
。
政
瓶
の
意
見 

報
：gc

を
根
據

’/
J

し
て
"淨

謙

解

決

の

手

段

を

れ

め

や

ぅ 

如
ぐ
で

..あ
る
、

r

調
，齋

委

員

#

か
：提
議
に
從
ひ
，斯
業
の
組
織
を
改
善
し
、其
能
率
を

.塘
巡
す
る

1
.

切
の
方
便 

を
ポ
ル
す
る
も
力

1C
す
る

0
 

;
1

T

政
府
は
本
期
謙
，會
じ
臨
ん

で
，
合
同
に
開
す
る
委

に
徵
課
金
を
赋
課
す
る
こ

ざ
を
始
め
ご
し
て
、諸
多

係
を

.利
，
#

分
配
制

.度
幷
に
：家
：族
手
當
に
就
て
研
究
ず
る
委
員
會
を
：組
織
し
、央
業
坑
夫
に
扶 

助
金
を
給
與
す

る

計

®

を
編
成
す
る
、

‘

:::
:

三
、鎭
業
大
同
の
下
に
、炭
坑
紫
勸
吿

0
員
會
を
設
け
、黎
坑
業
調
査
委
員
會
の
提

0
を
實
行
す 

:

:

る
に
就
て

’

如
何
な
る
段
階
を
以
つ
て
す
可
き
や
の
問
題
は
此
勸
带
裘
員
督
の
譲
に
付
し
"旦 

'

つ
此
提
譲
が
實
行
さ
れ
て
、如
何
な
る
狀
態
に
屈
る
か
を
調
森
す
る
ニ

 

.

ビ
を
以
つ
て
，右
委
員 

會
の
任
務

ざ

す
る
。

：

'

の 員  

法 會  
律 の  

案 提  

を 案  

提 を  

出 實 
し 行  

# し 

員 礦  
會 區  

の 料  

提 徵  

m 收 

に 者

■

四
、右
に
得
，げ
た
先
業
坑
夫
扶
：助
の
爲
め
に
要
す
る
經
費
の

外
に
、
政
府
は

..辦
坑
業
.に
對
す 

補
助
金
ニ

1

百
路
碑
を
；支

出

す

る
，

：
；

. 

，

五
、
成
：る
週
間

'を
解
：へ
>
 

る
期
間
に
於
て
、
：

5

坑

夫

は

總

，て
の
.

：碼
區
を
通
じ
て
•最
低
賞
銀
に
千
分

0
^

減
率
を
：

認
め

，

S

杭
：主は 

:

銀
を
維

.

持
す
る

l
i
;

必
要
な
る
以
上
は

* 

r

月
ょ
り
三
月
に
至
る
純

i
t

ご
同
额

9

魚
擔 

一
ハ
政
府
亦
上
：記
三
百
寓
辆
を
超
過
す
る
補
助
金
を
支
出
し
、以
つ
て
缺
陷
を
充
す 

A

と
す
る
、

六
、一

ホ
に
賞
銀
局
：は
，坑

主

：T

に
坑
夫
の
代
表
者
各
：

5

名
宛
を
委
き

W

し
，外
に
一
名
の
.，

長
を
兩
者
に
關
係

'な
き
‘人
か
ら
選

び
、
斯
業
の
狀
況
を
參
酌
レ
て

i各
地
方
に
於
け
る

t

 

銀
：串

幷

に

勞

働

時

間

決

礎

：ご
爲
る
可
き
賞
銀
#

に
時
間
を
決
定
せ
し
め
る
こ 

す
る
。

ニ
-
:
,
/
,

右
の
諸
，條
件
は
政
府
の
意
見
ヤ
ぁ
る

ざ

云
‘ふ
故
を
以

C
'

て
、
爭
識
當
.事

者

の

重

き

を

置 

爲
：
i

業
.組
合

.の
I中

来

：榮
員
愈
幷
に
坑
失
組
合
聯
ー
合
會
に

'
 
於
て
、共
じ
審
，轉

に

#
.
し
、#

地
方

(

七

)

..爽
國
淚
坑
爭
謎
の
發
展
 

俄
，5
 

七 般 養 も を 右  

賞 員 の 爲 賃所

i咖



itf

■  !
I
!；

1
t

5

跳 

A
 

を
否
決
す
る
に
至
つ
た
"
坑
夫
側
の
反 

維
持
す
る
に
足
ら
な
か
つ
た
賞
銀
に

0 

不
可
な
り
し
、又
賞
銀
局
が
國
民
的
慑 

小
限
度
を
設
け
る
こ

’/
J

を
非
な

b

ざ
す 

さ

へ
後
活
す
れ
ぱ

，勞
働

者
の
或
る
き
に 

し
き
減
縮
を
施
す
を
将
る

の

に’此
點
に

策二十

i

 

(

 

A,::〕
：：

英

置

坑

暴

の

發

展
 

團
體
の
意
見
を
も
質

し

た

の
で
あ
る
が
、双
方
共
に
之 

對
し
た
所
は
從
来
に

M

於
て
も
、適
當
な
る
生
活
標
舉
を 

し
て
、

更
に
，
減
額
を
加
へ
や
ぅ

V
J

す
ゃ
首
相
の
提
案
を 

小
限
度
を
廢
止
し
て
、各
地
一
方
に
依
つ
て
、相
違
す
る
最 

る
ニ
點
で
も

〜

ー
方
に

8
:

業
協
會
；は

A

時
間
勞
働
制 

何
等
の
苦
痛
を
及
ぼ
さ
す
し
て
、石
炭
の
注
邀
費
に
著

毫
末
の
注
意
を
拂
は
ざ
る
.こ

 

>

.

を
不
满
，、
/」

す
る

V
J

共
に
、政
府
の
提
案
中
に
炭
坑
業
の
組
織
改 

善
を

.

脅
む

，J 

V
J

を
不
可
な
り
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
坑
ま
は
斯
る
組
織
の
改
善
に
依
つ
て
、
 

何
事
の
得
ら

れ

る
も
の
な

.

ぐ
、却
つ
て
斯
業
を
衰
額
せ
し
め
る

恐

れ

あ

h,
ビ
し
、他
の
詣
産
業
に 

於

，け

る

如

く

、炭

坑
.

業
，を
，政
麻
の
干
涉
，か
ら
•自
曲
に
す
る
は
勿
論
强
制
仲
裁
か
ら
も
自
ま
に
す 

.

す

じ

：，ご
し
•

而
.

し
て
今

.

日
炭
統
業
を
救
ふ
方
便
は

一
方
に
勞

.

働
K

間
を
延
甚
し
て
，他
の
一
方
に 

賞
：銀
を
，引
卞
げ
る
外

n

、一 

め
求
め
ら
れ
る
可
き
，道
を
見
な
い

プ
レ
し
，一
一
ナ
世
紀
の
今
日
に
於
て
、
 

極
端
；ド
自
山
放
俘
政
；策
，ご
；私
有

V

財
廣
權

-
0

を
誇
張

し
、寧

ろ

政

府

幷

に

机

去

.
^
し

て

一

驚

を

喷 

，せ

し

め

る
.

に
終
つ
た
の
：で
あ
る
：

0

」

事
の
當
：否
な
ヶ
，着
眼
黯
の
如
何
な
ト
は
姑
ぐ
措
さ
勞
資
兩

I

I
B

II

者
：：

が
ニ
齊
に
政
府
の
舉
識
に
，反
對
し
た
：こ

W

は
政
麻
を
し
て
.問
题
の
解
決
に
向 

，維
，め
；る

に

至

ら

し

め

、る
所

.以
i

®

k

六
月
五
日
首
相
は
藥
に
七
時
間
数
働
制
を 

k

法
の
效
カ
を

r

時

中

：止
し
、必

委

の

場

合

じ
：
"

は、勞
働
時
間
を

A

時
間
に
延
長
す 

に
廣
さ
見
地
か
ら
、兩
者
の
变
，渉
を
進
め
し
め
る
爲
め
.、一
一
個
の
法
桃
案
を
議
會
に

撮 る 確 つ  

出 ビ 立 て 

す 共 し 一  

る に た ホ  

意 更 爽 を

響であるこを

：
®

明
レ
た
が
、斯
ぐ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
は
即
ち
炭
坑
法
案

-

^

坑
業
法
案

ゴ

し
た
も
の
で
：

ニ、
へ C

o
a
l

 

M
m
e
s
.

 

一
 R

e
g
u
l
a
t
i
o
n

離
れ
る

S
I

的 

V
、

其
八

g

問 

傲
：.
初
の
‘

坑
，失

.

に
外
な
ら
な
か
つ
た
。
前
裁
は
说
夫
の
努
：働時
間
を

.

延
長
す
る
こ

プ
レ
を
目
的

V
J

 

:

め
る
。

.

即
ち
此
騎
に

i

す

；を

從

碑

の

法

規

；を
見

る

に

：、千

九
W

八ギの恍制限 

に
於
て
は

.

坑
夫
は
：位

#

 

©

目
的
を
以
つ
て

.

又
仕
事
じ
就
き
、又
は
其
れ
か
ら 

'
:
,を
以
：つ

て

繼

續す
：：

る
a

+

四
，時
問
中
八
時
間
以
上
坑
内
に
居
る
可
か
ら
ざ
る

，J

 

.は

一

組
中
の
*
後
の
杭
夫
ね
地
上
を
離
れ
て
，杭

f

t

に
入
つ
た
時
か
ら
、同
組
中
の 

が
地
上
に
歸
，遺
し
ね
時
に
至
；る
間
で

ゎ

る

を

し、更
に
：右
法
定
時
間
は

.I

層
年
中
の
六
十
日
問 

を
限
度

e

し
て
•

坑
主
、代
理
人
、支
配
人
の

*

限
を
以

0

て、一
:

0

に
付
き

一

時
間
以
內
の

.

®

過
を 

爲
す
を
得
る
こ
マ

」

を
規
定
し
、千
九
百
，十
九
年
の
炭
坑
法
に
於
て
は
，

<

時
間
を
七
時
間
.に
舞
縮 

、
レ

れ

の
で
ぁ
る
が
、千

.

九
百
ニ
十
六
年
の
炭
坑
法

-

案
に
於
て
は
、前
記
千
九
百
八
年
の
法
#
中
襲

站
二
十
！
卷

(

九

〕

英
國
躲
坑
爭
賺
の
發
展 

第
！
號 

九



.

.

. 

. 

.

. 

-

-

-
 

、 

I 

.

.

.

.

.
r
i
.
'
. 

ニ
.
：
-
. 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
.

.

.

.

.

.

.

.

.

t 

.

.

, 

:

-

 

-
-
-
- 一.
：

. 

.
：

-
:

.

.

-

-

-

.

-

-

.

-

.

.

.-

-

-

-
 

-

.
 

.

.
-
;
.
-
v
u

カヴ：

■ 

. 

. 

,
, 

.
:
v
.
y
;
-

飄

第二十
一

卷
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1

6

 )

英
國
炭
挑
爭
髓
の
發
展 

m

1

號 

f

 

0

 

に
揭
げ
た

一
:

暦
年
中
め
六
十
日
間
を
限
度

W

す
る
文
字
を
削
，除
す
る
の
で
あ
つ
て
-斯
ぐ
て
杭 

ホ
；は
坑
夫
に
對
し

P

V

無
.

制
限
に
：八
時
間
勞
權
を
課
す
る
を
得
る
ご

V
J

 

>

爲
る
の
で
あ
る
"

而 

し

て

此

法

律

案

，は

七

月

，八
日

.

を
以
つ
て

*

制
定
公
布
さ
れ
，此
時
を
以
ゥ
て
、坑
夫
の
勞
働
時
間
は 

八
時
問
に
延
畏
さ
れ

'

勞
働
時
間
の
點
か
ら
云
へ
ぱ
、正
に
大
な
逆
轉
を
娘
し
た
も
の
ざ
云
へ
る
。
 

,r

方
に
：坑
業
法
は
炭
坑
に
於
け
る
仕
事
の

S

を
錢
揚
し
、炭
坑
の
合
併
を
獎
働
し
、勞
働
大

£
1

 

の
許
可
し
た
場
合
の
外
、無
經
驗
な
る
十
八
歲
以
上
の
き
の
新
に
坑
業
に
就
ぐ
こ

V
J

を
禁
止

し
，
 

杭
主
に

利
，盤
分
配
制
度
を
實
施
す
る
權
能
を
賦
與
ず
る
諸
點
を
规
定
し
た
の
で
あ
る
。
炭
坑 

法
は
千
九
百
ニ
十
六
年

‘

七
月
七
日
を
以
っ
て
、坑
業
法
は
同
年
八
月
四
日
を
以
つ
て
、共
に
法
律 

ざ

し
て
公
布
さ
れ
た
。
若
し
も

k

失
の
側
に
於

て

、
總
て
此
法
律
に
遵
す
る
態
度
に
出
で
た 

な
ら

i
f

炭

g
#

識
も
薛
に
：解
決
の
曙
光
を
仰
ぐ
を
得
た

の

で
あ
る
が
、坑
夫
側
の
立
場

^

,
 

&
見 

れ
ば
、多
年
の
努
力
に
依

.C
S、

又
其
間
少
な
か
ら
ざ
る
犧
牲
を
荷
つ
て
、漸
ぐ
獲
得
す
る
じ
至
つ
た 

七
時
間
勢
働
制
を
廢
寨
せ
し
め
ら

.

れ
る
が
如
さ
、

利

截
に
於
て
、將
た
又
感
情
に
於
て
、忍
ぶ
能
は 

ざ
る
所
で
あ
つ

て

、

勞
働
組

<
n
:

聯
合
會
總
評
譲
會
の
如
き

•

七

月

二

日

を

以

，つ
，
て

早

く
も

政
府
の 

政
策
殊
に
努
働
時
問
の

‘

延
，長
に
：：對
し
て
、反
對
を
集
中
す
可
き

.

®

誉
を
發
表

し

た
。

一，方
に
炭

坑

％

の
側

に
於
て
は
、勞
働
時
：間：延
長
に
關
す
る
ま
法
の
成
立
す
る
こ
マ

」

を
喜
び
"如
何
な
る
手 

段
6

依
，つ：て
か
坑
夫
：を
慰
諭
懷
柔
し
て
、事
端
を
收
拾
し
や
ぅ
ざ
し
、勞
働
時
間
を
七
時
間
か
ら

. 

八
W

 
0

に：，延長
す
.る

苦

.，痛
：：

は
：，坑

夫

を

し

て

，之

に

當

ら

し

め

る

が

-桃

主

と

し

て
は

，

今

後

三

.個
月 

問
前
の
撒
走
の
：

下
.：
i
i、

弊

夫
：：

の
收
め
得
た

W

お
額
の

,

銀
を
支
挪
ふ
保
瞪
を
與
.へ
る
意
を
表 

明
し
た
者
の
多
き
を
兄
；た
：の
で

‘

あ
る
。

' 

然
も
八
時
間
勞
働
制
に
服
從
す
る
こ

メ

J

レ

は

，

坑
夫
年
來 

の
主
襄
に
反
す
る
の
故
を
故
つ
：

て
，如
何
な
る
好

W

も
彼
等
の
®
石
心
を
動
か
す
能
は

ず
、政
麻 

か
千
：渉
に
依
る
爭
譲
の
：解：決も
殆
ど
水
泡
に
歸
す
る
の
趣
き
を
生
じ
た
。

.
U 

‘
 

.

111  '  

.
 

-

.

-

.

.

斯
の
如

ぐ

法撒
の

：：：

表

面

：
に

：
於

て

.は
，聚
坑
業
の
勞
働
時
間
制
は
七
時
間
か
ら

X

時
間
じ
延
長 

さ
れ
た
も
の

、
、染
し
て
能
ぐ
賞
行
さ
れ
る
を
得
る
か

ノ
レ
ぅ
か

は
、1

個
の
問
題
に
屬
す
る
。
蓋 

レ
八
時
旧
法
は
坑

^

^

^

^

論
努
働
黨
の
反
對
に
直
而
し
て
、制
定
さ
れ

.

た
め
で
あ
つ
て
、抗
主
に 

辦
し
で
，

®

已
の
怠
に
繊
す
る
解
決

.

の
方
便
を
以
つ
て
、目

さ

れ

る

に

過ぎない而して上下
 

，兩
院
に
於
け
ろ
右
法
案
の

討
.
#

ホ
、政

.

府
は
.

此
法
案
の
他

S

.

の
所
謂
免
許
：的
の
も
の
で
あ
る
こ 

^

な

明
群
し

‘

れ
。，

.

染
レ
て

.

然
ぱ
此
法
律
制
淀
の
後
に
於
て
も

•

八
時
間
を
限
皮

€
し
て
：、
其

0 

筑11

十1

卷

(
1
1.

)

英
國
聚
暴
織
の
條
展
 

银
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1
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咖
1
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娘二十
 I  

愈

(
一

 

ニ 

)

 

^

i

i

i

s

.
 

鎮一

號

1  

ニ
，
 

圓
內
に
於
て
、戴

際
，
®
:数
働
時
間

が
，如
.

何
に
.

定

： s
^

ら
れ
る
可
き
か
，は

•

 

f

じ
圓
體
契
約
に
依
る

0

, 

や
あ
つ

' 

て、所
洽
勞
資
孰
れ
の
側
，の力
の
强
き
か
に
依

C
V

て，決
定
さ
れ
る
も
の
マ

J

云
へ
る
。
而 

し
て
今
日
諸
外
國
に
；行

k

れ
み
事

.

例
を
以
う
て
す
れ
ぱ

*

1

の
上
部
シ
レ
ジ
を
除
き
，他
に
八 

時
間

V
J

云
ふ
が
如
き
：；
時
間
制
を

.

行
ふ
も
の
は
.‘大
陸
諸
國
中
に
其
事
賞
を
求
め
得
な
い
の
で
あ 

つ
て
、英
國
に
於
て

.

之

を

般

‘

じ
實
行
せ
し
め

§
-

ぅ

y
;

す
る
坑
主
の
態
度
に
糊
し
て
、坑
夫
の
反 

抗
す
る
の
は
、必

す

し
も
一
傭
：，然
：で

あ

る

ご

し

な

い
0

杭
主
に
し
て
坑
夫

®

合
の
圓
體
的
勢
力

，
^
 

無
力
の
も
の
た
ら
し
め
れ
ば
：

M

に
狗
、然
ら
ざ
る

限
ら
、斯
る
惡
法
の
厲

行

さ
れ
る
が
如
さ
、

其

道 

を
：存
せ
ざ
る
も
の

i

:云y

へ
る
。

英
國
勞
傲
者
殊
に
年
來
勞
働
時
間
の
短
縮
に
炎
力
し
，

々
成 

‘效

，.を
，收
め
來
ク
た
坑
来
の
：：立
一
脚
ホ
か
ら
考
へ
れ
，ぱ
、景
氣
不
景
氣
の
變

に
：
依
ゥ
て
、賃
銀
の
高
低 

す

る

，こ
V

は、之
を
廿
受
ず
る
，不
景
氣
時
代
に
質
銀
の
低
落
ず
る

こ
L

J

は
あ
つ
て
も
，

他

日

の
好 

#

氣

；に
べ
隙
し
て
，其
腐
贵
す
る
ニ

 

i

:

に

望
を
購
い
で
之

に

忍
ぶ
ざ
し
て
も
、不
躲
氣
の

故

，

V

以

C
'

 

て、努
働
時
問
の
延
長
さ
れ
も
：こ
ご
じ
對
し
て
は
、其
産
業
巡
步
の
大
勢
に
反
す
る
の
故
を
以 

:

て、又
：

一：；

度
び
時
問
の
點
に

：

辦

K

喪
失
し
た
地
渉
は

‘

他
日
之
を
恢
极
す
る
.に
困
難
で
あ
る
の
故 

を
以
つ
て
，勞
働
夢

i

い
て
ぱ
、縣
命
の
力
を
化
っ
て
，反

‘

對
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
所

V
；

爲
る
の
.で
あ

:

:

勞
働
時
，
.

問
の
延
長
に
關
し
て
、坑
主
は
表
面
上
勝
利
を
占
め
た
も
の

.

.

X

此
勝
利
を
し
て
實
質 

的
價
値

}

ぁ
る
も
の
た
ら
じ
め
る

.

に
は
、杭

.

夫
の
之
を
道
奉
す
る
こ

V
J

を
.

必

0
，と
す
る
。

坑

失

紐 

合
に
し

V

無
力
爲
す
な
：きに
至
：
加
ネ
る
に
生
活
上
の
赠
迫
に
依
つ
て
、如
何
に
不
利
な
る
勞 

働
條
降
に
も
服
從
せ
：ざ
る
，可
か
ら
ざ
る
窮
地
に
陷
れ
ぱ
鬼
じ
然
ら
ざ
る
限

b

は、此
事
の
賞 

現
す
る
こ

ゴ

は
、教
易
に
之
を

3
T

む
を
得
な
い
。
隨
づ

'

て
A

時
間
勞
働
制
に
依
ゥ
て
、坑
关
を

0 

迫

レ

た

ニ

マ」

は、却
ウ
て
饥
主
坑
关
問
の
關
係
を

®

化
せ
し
め
た
も
の

’
/」

せ
、ざる
を
得
な
い

0 

' 

i

斯
ぐ
時
局
の
漸
ぐ
檢

0
. 
S
爲

來

，
b

、將
来
の
豫
測
す
可
か
ら
ざ
る
狀
態
に
陷

0

た
際
に
、意
 

外
な
る
方
面
か
ら
、政
麻
の
成
；め
に
、抜
助
を
政
さ
ぅ
ご
し
た
も
の
は
ジ
ッ
チ
ク
キ

I

ル
ド
の

1
5

 

y

を
代
表
者

プ
じ
す
る
：舉

督

敎

々

會

の
'

僧
侶
で
ぁ
つ

.

て
、坑
，夫
組
合
聯
合
會
の
代
表
者
ミ
協
議
：を 

.

重
ね
た
後

.(
1
)

千
九
哲
二
十
六
年
四
月
三
日
の
狀
況
に
於
て
，仕
事
に
復
し
，成
る
解
決

>

 

得
て
、之
 

.

を
全
國
的
基
礎
ご
す

ふ

> 

3

ビ，、(

二)

全
國
的
解
決
は
例
へ
ぱ
四
個
月

i

K

ふ
が
如

.

.

を
限
ら
れ
：た
時 

期
に

於
て
，之
を
達
成

'

せ
し

め

、其
達
成
を
竊
易
な
、ら

レ

め

る
爲

め
、政
府
に
於

.

て
.補
助
金
を
下
付 

す
ふ
こ

ざ
、ニ
ニ)

：

一

定
期
間
の
終
り

に
，臨

み
、常
事
者

間
.に

意

觉

の

相

.逮

ぁ

る

ざ

き
は
、當
事
ギ
双
方 

银
ニ
ナ
5
 

〈

1
1
S I 
:

-

爽
國
炭
统
爭
鶴
の
激
展 

第
：

1

號 

S



第
二
十1

#

 

(
1

四)

爽

爭

爛

の

我

® 

5

i 

1.3.

ょ

り

成

る
.，聯
合
委
員
會
は
獨

.

立
の
人
士
を
委

R

 

2$

{に

.
f
f
i選し
，委
員
長
の
下
し
た
解
決

に
M

し 

て
，服
從
す
る
こ

-

^
 

9

諸
®

を
骨
子
ざ
す
る
覺
書
を
發
表
し
た
が
、政
府
は

#

助
金
を
支
出
す
る

‘
 

M

に
が

ィ

坑

ま

組
合
は
サ
ミ
ユ

I

ル爱員會の郁誉に揭げられた諸計

®

を
採
用
す

る 

點
に
於
て
典
に
反

S

の
意
見
を
お
し
總
に
タ

I

ラ

：

ム

*

フ
ォ

I

レ

ス

ト

，
ォ

グ

，
デ

キ

^

_

ン
等
少
ポ 

の
地
方

に

於
て
、之，を
拒
絕
す
る
執
行
委
員
會
の
所
爲
を
非
難
す

る
®

を
揚
げ
る
に
過
ぎ
す

、

W

 

る
僧
侶
の
調
停
述
動
も
遂
に
何
等
の
效
架
を
養
せ
す
し
て
、終り

.

を
吿
げ
る
こ

V
J

 

游
ウ

た
。
，
 

而

し
て
此
際

坑

夫

組
合
聯
合
會
の
意
，見
を
代
表
し
て
，

ク

ッ

ク
、
ス

ミ

ス

の
兩
氏

が

上
記
，覺
書
に 

反
對
し
、挑
に
其
鎮
三

•

項
に
示
さ
れ
た
仲
栽
機
刷
の
決
定
は
勞
働
時
間
の
長

S

の
如
き
問
題
に 

及
ぱ
ざ
る
こ

、 /
J

全
H

的
協
足
以
外
の
-方
法
に

依
る
、解
決
の
許
容
せ

*ら
る

可

き

も
の

に

非

ざ

る
 

こ

V
J

の
ニ
細
を
明
に
し
た
の
；は、當
時
坑
夫
側
の
意
氣
の
如
何
に
旺

0
で
あ
つ
た
か
を
語
る
資 

料
と
す
る
に
足
り
る

の
で

>
Q
る
。

.

四
-

'

斯
：の

如
ぐ

坑
失
の

意
氣
は
‘如
何
に

服
.

禅
で
あ
る
み
し
て
も

.罷
業
久
し
き
に
及
ん
で

t
f
i

几
夫 

の
生
、活に
：打
黎
の
加

へ
ら

れ

る
こ
と
は
、

a

む
を
得
な
い
。

固
よ

.=s
其
問
努
働
紅

<
f
n

は
死
力
を

‘

m

 

て
^

 

0
0
與
，金
を
，ま
出
し
セ
で
ぁ
ら
ぅ
し

X

合
银
國
や

♦

露
®

 

f

f

iの
勞
働
組
合
か
ら
、物
：質 

的援助を政すもの♦つたこも事賞でぁる

が
、罷

業
紫
の
生
活

V

は
次
第
に
總
追
の
狀 

に
陷
る
に
至
つ
た
の

.

，で
ぁ
；つ
て
、現
に
：-K

月

十

一

日
發
，行
の
ご

一：

ユ' 

r
/ 

J

ダ

I」

ぱ

を
見
る

に
、
其 

表

紙

：に

，は

坑

失

の

家

庭

：生

活

め

，悲

慘

を
.

語

る

，寫
«

t

t

を
：揭
げ
、更

.

に
記
事
の
內
，

「

坑
夫
の
資
金

」

ぐ> 

题
す
；る

：
.1

項
に
於
；て

-

‘

.

.
.

•

坑
夫
は
今
や
仕
事
場

S

鎖
の
筋
六
週
目
に
入
つ

な
？

多
ぐ
の

*

區
に
於
て
、彼
等
の
貧
弱
な 

:

る
資
金
は
庇
を
挪
ネ
に
至
：づ
た
。

勞
働
運
動
の
大
缴
が
恍

夫
®
:
i
H

活
®

銀
に
-對
す
る
鬪
举 

に援助與へる道：

1

^

唯

一

り
ぁ
る
の
み
で
ぁ
る

V
’

彼等
のを
扶助
する
こ

.

ご
は
、賞
 

に
吾
人
の
特
權
で
み
る
。

‘

露
西
亞
の
勞
働
者
は
現
に
彼
等
の
爲
す
可
き
所
を
爲
し
た
。
吾 

人
に
し
て
外
國
人
の
爲
し
た
所
に
劣
つ
て
可
な
る
道

®

が
ぁ
ら
ラ
か
？
今
や

：

白
萬
の
杭
失 

:

は
彼
等

S

身
の
男
叙
の
外
，彼
等
を
，生
か
す
可
き
何
も
の
を

も

持
た
な
い
、

g

し
て
•

此

i
s

蔣
人 

に
妻
ぁ
ら
、
女

f

と
す
れ
ぱ
、生
活
せ
ざ
る
可
か

6

ざ
る
あ

の

數
は
i

w

に
三

W

幕
人
の
多 

.
き
に
上
る
，.
、

 

ブ
.

ぜ

云

ふ

撒

文

を

載

.せ

て
、寄

附

金

を

勸
誘
し
，
又

述
動
資

金

®

集
：
の
方

.便

e

じ

P
、

ク
ッ
ク
，
氏

の
總

觉11

十一

態
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發
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密】
十

1
(

1

六

)

：！，
.
.

英

圓

炭

杭

爭

購

の

發

，展

 

路

1

就 

1

六
 

罷
業
に
關
す
る
小
冊
子
を
賣
却
す
る
こ

ビ
，メ

ト
ラ
ン
ド
劇
場
に
於
て
昔
樂
會
'を
開
催
す
る
こ 

ご
を
廣
貴
し
て
居
：る：。：熊
，業
ポ
の
生
活
の
窮
迫
し
來
れ
る
こ

i

は；a

々

プ
レ
し
て
之
を
見
る
可 

き
で
あ
つ
て
，斯
ぐ
て
彼
等
が
次
筋
に
事
仲
の
解
決
に
狼
慮
し
•成
る
可
ぐ
早
ぐ
事
端
を
收
め
る 

希を懷くに至つね

b

も：亦
論

|

と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

e

而
し
て
坑
主
側
に
於
て
，は
、千 

九
，哲

.
1

十

！
.

年

の

炭：杭
争
議
が
十
ニ

1

週
間
を
以
つ
て
，終

^

を

4

ロ
げ
た
先
例
に
基
き
、杭
失

0

杭
、
 

し
辨
る
極

®

を
以
つ
て
、十
三
週
間
と
し
、其
時
の
来
る
七
月
末
に
於
て
、今
同
の
譲
亦
終
爐 

の
時
期
に
近
づ

ぐ

も

の

k

解
：レ
て

®

つ
た
。
然
も
此
希
望
は
賞
現

>

 

す
、織
に
ヮ

I

ク
キ
ッ
ク 

シ：：

ャ
I

地
方
の
小
炭
桃
に
於
て
、罷
業
緩
和
の
形
勢
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
か
つ
な
の
で
あ
る
。
 

唯
斯
る
徵
候
の
其
後
に
：至
：つ
て
、他
の
地
方
に
，蔓
延
し
た
の
は
、掩
ふ
可
か
ら
ざ
，る
事
實
で
あ
つ 

を
，而
し
，

V

其
時
は
實

に
：八

，
1
1
1
^
^

旬
で
あ
つ

.

た
。
即
ち
同
月
十
七
日
坑
夫
組
合
聯
合
會
の
代 

夢
員
は
同

#

の
執
行
委
員
：に
政
庶
幷
に
坑
主

"

に
®

し
て
，直
接
じ
交
涉
を
開
始
す
る
の
權
服
を 

認
め
や
。
但
し
其
交
渉
に
ん
で
、斯
く
て
生
す
る
協
定
が
全
國
的
の
も
の
で

‘

あ
つ
て
、地
方
礎 

取
に
就
て
、個
別
的

.

協
：定
を
爲
す
可
へ
か
：
ら
.

ざ
る
制
限
が
付
せ
ら
か
て

2
5

り
が
事
は
跋
夫
細
合
の 

當

而

の

間

题

に

劉

す

る
決
意
の

如

何
に
紫
回
で
あ
る
か
を
示
す

1
端
ど
爲

0

て
居
る

が
、鬼

に：

w

:

坑
夫
側
が
交
涉
の
結
果
と
じ
，て
，成
立
：す
る
協
览
の
如
何
に
就
て
、考
量
し
や
ぅ
ミ
す
る
態
度 

に
出
で
た
こ
す
は

％

仲
の
解
決
に
一
；道
の
：光
明
を
與

へ
る

も
の
ど
認

め
ら

れ
た
，
而
し
て
此 

際
失
航
合
執
行
秀
員
會
は
政
麻
ょ

K

V

も
ま
業
協
會
の
中

*

委

s
e
t

會
き
♦
初
に
折
衝
す
る
こ 

V
,

を
，以

，つ
て
、事

を

定
め
：
.る
，
.に
賢
明

セ
あ
る

ど

，

信
b

た

爲
め

か
、八
：月
十
九

‘

日
午
後
を
期
し
ヤ
、雨
 

者
め
：間
に
：會
謎
を
：：開
：

.

ぐ
ン
V

:

,

こ
-

V

爲
1

ウ
，：れ
。

此
會
：譲

は

單

に

I
1
1：

の
會
合
に
於
て
、決
裂
し
た
の 

で
，お
る
が
、會

譲

の

g

上
に
，於
て
、兩
激
の
主
，張
し
た
所
は
*
も
端
的
に
各
自
の
立
場
を
表
明
し

た
ミ
認
め
る
こ
と
が

‘

出
来
る

V

共
に
、世
人
を
し
て
決
裂
の
む
を
得
：ざ
る
こ
ご
を
諫
せ
し

.

.

.

.
 

: 

. 

■ 

: 

.

.

.

.

.

..-

め
る
に
一
足
ゥ
る
。

即
ち
坑
夫
側
は
ぺ

一
)

勞
働
時
間
の
延
握
は
必
要
で
な

ぐ

、

全
國
的
協
定
こ
そ
必 

要
で
も
る
こ

S

2

炭
坑
：業組
織
の
改
正
さ
れ
た
梭
に
於
，て，賃
銀
問
題
を
審
議
す
る
こ
ビ

S

}政
 

府
に
，財
政
上

0

援
助
：を

#

,

ぐ
の
希
望
す
，可
き
所
で
あ
る
こ

プ
レ
の

1
1
1

點
を
主
張
し
た
の
に
對
し 

て

、
坑

；
主

侧

：
は

n
)

罷
業
前
に
一
行
は
れ
た
勞
働
時
間
，や
、賞
銀
は
到
底
賞
行
.に
域
へ
ざ
る
も
の
で
あ 

る
こ
<

ニ
ニ
全
國
的
協
定
の
如
き
は

^

^

然
問
®

ざ

爲

、ら

ざ

る

こ

v
、
m
n

政
府
の
補
助
や
、政
沿
的
干 

涉
の

®

:

ま
し
か
ら

.ざ
る
こ

’
/

」

の1

ニ
點
を
阐
執
し
、兩
者
の

一
,

方
が
著
し
ぐ
讓
步
せ
ざ
る
限
協 

定
成
立
の
一
不
可
能
な
る
事
實
を
示
し
た
ゾ
八
月
二
十
！：日
俊
行
の

「
H

 

n

 

ノ
ミ
ス
ト
が
其
^
説 

第二十

S

 

(
1

七
，
：
：

英
圓
炭
坑

’爭
謹
の
發
展
： 

,

第1

號 

一
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A〕

典
圓
炭
坑
賺
の
發
勝 

欄
に
：，於
て

「
此
圓
卓
會
譲
の
：結
果
は
.兩
當
事
者
を
し
て
其
欲
す 

ば
、1、

政
點
の
.求

0

さ
れ
.

る
可
き
も

' 

の

に
到
達
す

を
を
得
な
い 

裏
*

を
與
ベ
る
に
止
全
つ
ね

」\

レ
評
し
ね
も
の
、誠

d

は
吾
人
を
欺 

-

つ
，たの

' 

で
、坑
夫
側
は

Y

脇
識
會
決
裂
の
事
情
を
政
府
に

.

報
吿
す
，

 

ク
て
政
レ
府
に
對
す
る

直
：：

接
交
渉
を
開
始
し
た

>

.

ッ
然
も
坑
未
侧

'
 

み
で
ぁ
つ
て
、何
等

®

:

新
提
案
を
爲
さ
す
、遂
に
政
府
代
表
者

の 

を
し
て
威
府
ま
脾
に
：其
態
度
に
補
助
金
知
蹈
に
對
す 

^

 

M
な
る
方
針
鼓
を
取
る
意
働
を
持
た
な
，い
、故
に
常
事
者
，の
孰
、
 

也

、ら

れ

ざ
‘

る
限
ら
•

事
件
の
發
展
は
遂
に
望
ま
れ
な
い

」

i

‘

云
ふ 

,

五
：

，

1

斯
‘：ぐ
爭
議

.
の
粉
：糾
.し
；て
、辟
易
に
：

解

決

を

®

ざ
る
.間

に、
ミ 

は
、
坑

，主

と

坑

夫

W

 :

の

個
別
的
協
定
が
進
；，行
し
，

炭
ま
中
比
峻 

f

間
半
の
：勞

働

時

間

e 

謙

以

：前
に
行

.は
れ
た
賃
銀
，支
拂 

夫
：亦
生
活
の
旧
難
を
盼
ず
る
爲
め

 

'に
，之
に
：

f

f

i

や
る

'
 

の
傾
き

、

m

躲

.

一

八
 

る

が
如
ぐ
に
、

爲

さ

し
め
た
な

、ら
 

ビ
云
ふ
こ

ざ
を
信
す
る
人
々
に 

か
な
い
の
で
わ

-

る。
事
‘钱

に：
至 

る

£
共
' 

に
：、八
月
二
十
六
日
を
以 

は
.

以
前
の
提

.

案
を
.

主
張
す
る

0
 

一
人
た
る
大
藏
大
臣
チ
ャ

I

チ
 

る
態
度
を
明
に
レ
な
。
今
之
よ 

れ
か
に
依
つ

て
、
或
一
る
手
段
の
講 

に

至：
ら
し
め
た
。

ッ
.ド
ラ
ン
グ
地
方
の
炭
坑
に
於

t
 

的
順
調
の

狀̂
況
に
：居
る
も
の
は
，七 

V
J

を
條
件
マ

J

し
て
.、坑
夫
を
招
き
，坑
' 

が
あ
：
b
、商
ク
エ
，
ル
ス
の
爽
坑
.に

K 頓い

於
て
は
八
時
叩
勞
働
制
と
、争議
前
の

©

銀
支
挪

S

を
以
ゥ 

足
：，
る

.\

レ
稱
す
る

P

 

:

々
の；炭
坑
の
あ
る
一
方
に
、斯
る
狀
況
の 

し
て
、復
業
の
希
望
を

#

さ
し
：め
る
の
が
政
府
の
任
務
で
あ 

以
つ
て
、特
に
選
拔
さ
れ
ね
警
官
隊
を
或
る
.方面
に
送
政
す 

挑
.

夫
雜
合
に
對
し
て
、刺
戟
を

M

へ
一
た
ピ
共
に
、杭
*
組
合
を 

相
填
な
い

ざ
思
は
れ
る
。
八
月

1
1

十
B

發
行
の
ぶ
ュ

I

、乂
 

レ
氏
は
坑
夹
祖
合
聯
合
會
の
到
族
破
壞
さ
れ
ざ
る
も
の
で 

>
r
v

 

’/
J

す
れ
ぱ
、國
民
的
破

.

減
を
惹
起
す

.

0

も
の
で
あ
る
こ

.

V」

，つ
た
の
は
、何
處
ま
で
自
信
の
あ
る
言

ホ

み

る
か
、疑
の
伴
ふ 

.
斯
ぐ
て
貌
夫
組
合
聯
合
會
は
將
来
の
方
針
を
决
定
す
る
爲
め 

老
會
纖
を
開

®

す
る
：こ
ざ
、
し
，此
會
諷
は
杭
夹
組
合
聯
合
會
.の 

の
爲
め
に
、全
國
的
協
廣
を
成
立
せ
し
め
る
に

.

必
要
，な
る
平
段
を

同

0

員
會
，は
此
識

決
，，
に
從

.

ゥ
て
、直
に
大
藏
大

.
m

に
向
つ
て
、坑
夫
組
合

VJ,.

鏡
，業
協
許

ざ

の
會
商 

を
爲
す
機
會
を
作

-C
S、

大
臣
自
ら
此
：會

0
に

出
鹿
す
る
こ
ざ
を
求
め
、組
合
は
.炭
坑
業
目
前
の
必

密
一
十

1

倦

(
一

九

y
:

英
國
廣
坑
.
爭

賺

の

發

展

 

奶一

號
‘
，

，
' 

1

九

て、能
ぐ
坑
失
を
復 

生
じ
た
際
に
、復業 

解

さ

れ
"

內
'務 

傭
の
成
れ
る 

嘗
，戒
す
る
所 

J

誌
が

「

今
や 

こ
ざ
、强
い
て 

理
を
解
し
た 

な
き
を
得
な 

に、九
月
ニ
日

.

る
と 

る
準 

し
て 

I

ダ 
あ
る

の
道 

も
の
.

業
せ
し
め
る
に 

希
望
漠
を
保
識 

激
は
其
目
的
を

V
J

云
ふ
こ
ざ
は
、
 

あ

、ら
し
め
た
に 

ボ
I

グ
ド
ク
.
キ

之
を
破
壞
し
や

で

お

.、らぅ

」
VJ

.

1

あ
 

い
の
で
あ
る
。

収 執  

ら 行 

し 委  

め 員

し る 會 

こ を を  

i し 以  
を て つ  

識 说 て  

決 坑 代  

し 暴 表
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要
に

0
す

る
爲

め
，勞
働
費
を
減
却
す

る
H

的
の
下
に
、新

な

る

全
國
.

的
協
定
に
就
て
、交
渉
す

る 

举
«

を
有
す
る
意
あ
る
-こ
ざ
を
明
に
し
た
誉
面
を
送
つ

た
。

政
府
亦
其

.

意
を
髓

V
J

し
て
、纖
紫 

協
會
に
向
つ
：て
、坑
：失
：

S
,

合
ざ
會
商
す
可
き
旨
を
勸
带
し
た
が
、

®

業
協
會

^

^

坑
央
の
®
傭
條
仲 

に
就
て
，地
方
桃
主
圓
體

，に

代
つ

て
、之
を
論
議
し
、協
定
す
る
權
限
を
有
せ
ざ
る
こ

,fし
を
理

曲

と 

し
て
、大
藏
大

一：
H

の
提
翁
：を
；容
：れ

す
、同
大
ほ
，の
幹
旋
に
依
ク
、九
月

A

日
恍
夫
組
合
聯
仓
會
の

W

 

0

に
’就
て
、意

見

を
交
，換：す
，

る
爲

め
、内
間
の
下
に

狂

る

石
炭
委
‘員
會
ざ
會

商

す
る

こ

ざ 

> 
爲
ウ 

:

お
.
而
し
て
此
會
纖
に

於
て
、大
淑
大

e

は：
織

業
協
會
代
*
者
に
向

ゥ
て
：、全
國
的
協
足
の
方
法 

に

依

る

解

決

の
門
月
の

決

し
て

旧
鎖
せ
ら
る
可
か
ら
ざ
る
こ

W

を
力
説
し
な
。

チ
ャ
ー
チ

ル
 

氏
の
所
說
を
通
じ
で
、全
國
；的

®

一
足
に
關
す
る
政
府
の

S

を
窺
ふ

じ
、
政
府
は
此
問
題
を
以
つ 

て
，
単
，に
形
式
上
の
事
を
す
る

も
め

.

如̂

ぐ
で
め
る

j

即
ち
九
月
上
旬
非
常
權
服
法
繼
續
案
を 

'

謙
；す；

る
；
爲
め
に
、

お
、
.等
さ
：

れ
：
た
臨
時
議
會

：：，

に
.

臨
ん
で
、

チ

ャ

I

チ
ん
氏
ン
此
事
：に
論
及
し
、

「

孜
に 

全
國
的
協
ぜ

’/
J

地
方
的
協
定
，ざ
の
問
題
が
あ
る
が
、斯
の
如
き
は
要
す
る
に
形
式
上
の
問
題
で 

:

あ
つ
て
、

斯
ぐ
て

坐
す
る
論

'
f

:

:

を

細

和

せ

し

，め
，
る
に

何
等
の

f

f

l

難
あ
る
を
：

^

な
い
。
蓋
し
現
下 

の
間
題
；

V
*

決
す
る
に
は
、總
て
地
方
の
狀
況
に
就
て
、

5
S

意
し
、然
る

後
に

全

體

じ

0

て
，
全
國

t
I

，的

g
:

査
を
：經
な
け
れ
ぱ

.

な
ら
ザ
努
榮
國

S

協
定

W

云
ふ
も
，其
範
圍
內
に

於
て
，地
方
の
狀
況
が
考 

傅
さ
れ
、地
方
の
施
設
：

'

が：

さ

.

れ

：
る

可

き

，
で

ぁ

つ

て
、兩
者
の
融
合
さ
れ
る
可
か
ら
ざ
る
道
理 

:

u

な
い
。
全
國

S

又

：
ゆ

地

，
方

：
的

，
敏

定

：

:

ふ
が
如
き
形
式
上
の
問
®
は
爭
議
解
決
の
途
上
に 

撒

か

れ

る

可

き

も

の

：
で
は
な
，：い」

'

ど
論
じ
た
。；即
ち
政
府
は
全
國
的
協
定
の
間
題
を
最
も
手
輕 

に
，取
扱
ひ
、成
る
可
ぐ
：

之
に
：接
觸
せ
ざ
る
態
度
に
出
で
ん

V
J

す
る
趣
き
は
明
に
看
取
さ
れ
る
の 

で
ぁ
る
。

f

勞
R

双
方
の
：見
：る：所
は
然
る
を
：将
な
い
。

即
ち
鎭
業
協
會
代
表
者
ク
キ
リ
ャ 

A
氏

：
は

，
之

に

答

へ

て

仇

，キ

i

全
體
‘の
意
見
の
全
國

的

協
定
に
反
對
し

リ 

> 
れ

る
こ

0̂
,

協
會

’/
J

し 

て：は、全
國
的
協
究
の
成
立
に
：步
を
進
め
る
能
は
ざ
&
こ
み
の
ニ
點
を
以
つ
て

し
•漸

ぐ

地
方
坑 

主
の
意
見
を
徵
す
る

こ

マ

」

を
：
以

つ

て

、政
府
の
面
目
を
全
ぅ
せ
し

め

や

ぅ

ビ

し

た
？
然
も
地
方 

脱

主

紙

，命

の

意

見

.，ネ
ポ
て
乂
 

2!
^

三
日

»

業
協
會
か
ら
、大
藏
大

K

に
敎
さ
れ
た
誉
而
に
據
れ 

，ぱ

，地

方

坑

主

組

合

が

，全
：

m
的

：：

協
.

等
に
"

反

對

す

る

の

，は

勿

論

で

め

っ

て

：、而

し

て

其

反

劉

の

理

.ホ 

^

す
る
-

所
は

「

全

M

的
基
礎
に
於

I

け
る
協
定
は
逢
業
を
政
治

ざ
®

結
せ
し
め
、純
然
た
る
産
業
上 

の
問
®

に
對
す
る
考
然
を
し
て
，經
濟
上
の
®
域
か
ら
遠
ざ
か
ら
し

め
、産
業
に
從
事
す
る
激
の 

平
和
ざ
繁
祭

>

 

を
傷
け
、最
近
の

K

驗
に
徵
す
れ
ぱ
、社
會
全
體
に
有
害
で
あ
つ
た

V
J

云
ふ
深
き

$
1

十 

S

. (

ニ

英
國
炭
坑
审
議
の
發
賊

課一

號
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ニ
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國
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坑
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の
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域

 

ざ
城
 

ニニ 

.信
念
に
藏
ぐ
も
の

」

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。：，

六
：r
,:

.

右
の
一
機
愈
に
於
て
、大

m

大
臣
チ
，ャ

I

チ
ル
厌
の
勞
資
雨
者
の
間
.

」

立
つ

て

居
中
調
停
を
試 

み
た
想
度
の
眞

S
-

で
あ
k

熟
心
で
め
つ

た
こ

ビ
は
，幾
多
の
事
實
の
證
明
す
る
所
で
あ
つ
て
•畢
 

竟
政
庶
が
炭
坑
爭
議
，に
危
險
性
あ
る
こ
，

/」

認
め
、此
释
度
に
於

て

，

解
決
を
見
ざ
れ
ぱ
’將
水
に 

禍
を
及
ぼ
す
も
の

 

>
:
:

大
な
る
を
認
め
た
結
架
で
あ
る
ビ
解
さ
れ
る
。
然
も
此
際
に
解
決
の

*

 

法
を
誤
ま

b

、遂
に
千
九

，K
H

 

ニ
ナ
六
年
十

1

月
の

®

に
至
つ
て
、尙
ほ
完
全
な
る

0
0
の
狀
態
に 

至

、ら
ざ
.
.：
る
こ
マJ

は
英
.

國
，S

'
\

爲
：め
に
、惜
む
に
儉

.

K

V

あ
ゥ
ざ
す
可
き

' 

で
あ
る
.。

而
し
て
如
上
の
經 

過
か
ら
•

爭
：議
解
決
の
殆
ダ

」

全
貴
任
：が
政

®

の
肩
上
に
落
下
し
账
，つ
た
こ

5

は、掩
ふ
可
か
ら
ざ 

る
所
で
あ
つ
ャ
、斯

，ぐ
て

九
月
十
六
，

E

の
開
譲
に
於

て
、此
事
件
が
協
議
に
上
，

i

十
七
日
首
相 

は

1

方
；に
鎭
業
協

.

奪
の
.

會
長

V
J、

他
，の

1

方
に
坑
夫
組
合
聯
合
會
の
：役
？

J

會

商

し

た

上

'お
の 

如
：，き
：®

#

を
杭
失
組
合
化
表
，者
に
ま
忖
し
ね
。

，

一

儿
.

月
，三

H

 

#

臀
簡
を
以
つ
，て
、貴
組
合
は

0
下
の
爭
譲
を
解
決
す
る
爲
め
、政
府
代
表
者
立
督 

.の

上
、
坑

主

ざ

會

.商

す

る

希

S
T

を
有
‘

す
る
こ
ざ
、又

»

決
に
鹏
す
る
：
.
.

協
議
，は
.産
業
の
目
前
に
於

しかに
：

に

.

け
-
.
.

だ 

ぐ 

パ

M f

け
る
必
要
に

S

す
る
爲
：め
、勞
働
我
の
節
約
を
基
礎

V
J

し
て
、開
始
せ
ら
る
可
き
も
の
で
あ
る 

:

こマ

」

を
告
知
さ
わ
た
。：
充
分
な
る
審
議
，を
遂
げ
た
後
，政
府
は
之
を
以
ゥ
て
織
業
協
會
ご
協 

講
を
開
始

'

す
る
，條
仲

V

す

る

に

，
，
足

&

る
こ
？
を
信
じ
た
の
で
あ
る
が
、協
會
は
勞
働
時
間
邦 

I

に
賃
銀
問
題
に

就
：：

て
、勞
：働
組
合
聯
合
會

y

レ
協
議
し
、且
つ
全
國
的
協
定
を
爲
す
こ
-̂
に
對
し 

ふて、最
も
强
硬
な
る
態
度
を
以

0
^

て
、拒
否
し
来
つ
た
。
故
に
今
や
右
の
如
き
會
商
を
兩
當
事 

激
間
に
開
ぐ
こ
ヒ
は
、政
府
の
權
限
を
以
つ
て
，如
何

’

と
も
す
る
能
は
ざ
る
所

€
爲
つ
た
。
然 

:

でし

な

が

ら
*

業
協
會
：の；

®

明
：する
所
に
據
れ
ぱ
，各
地
方
の
坑
主
は

.

全
國
的
協
®
の
下
に
行 

.

.

.

.

.
は

れ

ん

y

レ
す
る
根
本
原
則
，
.

を
，遵
奉
す
る
意
思
を
.有
す

.
る
，.マ」

云
ふ
こ

.
W

で
あ
る

e

然

ら

は

滿 

足
な
る
解
決
は
地
；方
的
決
定
，に
全
國
的
盤
督
を
加
へ
た
形
態
に
於
て
、得
ら
れ
る
や
考
へ 

れ
る
。
，港
し
も
坑
夫
，に
し
：て
、邀
業
の
經
濟
的
事

M

に
直
面

' 

し
*

地
方
じ
行
は
れ
る
豫
傭
的
.解 

i

決

に：
基

い
て
、

事
を
開
：始
す
る
意

.

思
を
有
す
る
と
ず
れ
ぱ
、政
府
は
是
等
の
原
則
を
立
法

ふ
レ 

.

.

.

.
:
.
.

す
，
‘る
.
.ず
段
を
，取
る
，

.に

.客

.'.
な
.る
も

.

.の.
で
は
な
い

。
.
.
.

钱
に

於
.

て

か
恍
夫
，，組
合
聯
合
會
の
.執
行
委
員
會
は
九

23̂

 

ニ

十
、
二
‘

十
二

の
兩

日
に

冗
つ

て
、
首 

相
の

費
簡

に
就
て
審
讓
，を

凝
し
、
結
局

1.1

十
一
日
に

至
つ

て
、
左

の

き

答

辯
；
誉
を
徽
表
し
，

i

方
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號 

ニ四 

じ
政
府
の
方
針
に
矛
盾
あ
る

> 

J

 

W

を
指
摘
す
る

,,レ
共
に
，他
の

一

方
に
首
相
の
意
見
に

0
0
を
.

加
へ
た
の
で
あ
る
。

,

:
:
,今
囘
政
府
に
依
つ
：て：公

.

表
さ
れ
た
政
策
は
時
局
に
，®
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
つ 

.

.

て
.政
麻
が
此
政
策
を
變
更
せ

 

'ざ
る
限
ら
、躲
，杭
業
の
爭
議
は
徒
に
，遷
延
せ
ざ
る
を
得
な
い
で 

あ
ら
ぅ
。

f

i

に

大

，藏

大， 1
I
H
,

は
吾
人
に
寄
せ
た
臀
面
：に
於
て
、最
も
明
瞭
に

-

政
府
が
全
’國
的
交 

涉
幷
.

に
全
國
的

‘

契
約
を
可
な

-

^

ざ

し、又
ィ

I

グ
ァ
ン
、ク
キ
リ
ヤ
ム
：ス
氏
に
密
せ
た

0

-

而
じ 

於
て
は
、解
決
彼
仲
み

一

じ
は
龍
紫
を

Z
t

ぐ
終
想
し
て
、復
業
を
促
進
す
る
爲
め
，或
る
廣
沉
な 

る
腐
則
を
決
お
す
る
に
就
；て、全
國
的
會
商
を
爲
す
必
要
あ
り
ざ
し
，炭
坑
ま
組
合
聯
合
會
亦 

-

之
：に

"

答
ぺ
て
、努
働
費
節
約
の
目
的
を
以
つ
て
、全

.

國
的
會
商
を
試
み
る
可
き
旨
を
以
つ
て
し

-
 

;
:

た
，の
で
あ
る
の
に
成
府
：は
突
然
此
意
見
を
棄
て

 

>
.

、全
ぐ
反
對
の
性

0
を
を
す
る
案
を
：提
示 

:

:

し
班
：つ
た
。
此
案
に
し
て
成
立
し
た
な
ら
ぱ
、炭
坑
業
榮
員
會
が
必
要
で
あ
る

V
J

認
め
、又大 

:
:
|
:

織
ネ
臣
が

®

#

し
た
：
M

如
^

,

:

M

:

至
る
の
で
あ
る
。

 

，

.

.

.

.

.

. 

• 

: 

. 

,
 
.
.
.
.
.
.
.
.
. 

•
'
.

:

:

今
，政
府
は
吾
人
に
向

.

ゥ.
て、各
地
方
に
於
け
る
坑
主
の
命
す
る
；條
仲
の
下
に
、杭
夫
を
し
て
仕

 

：鬪

.

.

.

..

.

.
 

.

. 

M

a

^

-

:
:

辩
に
：復
せ
し
め
る
；：こ
と
：を
求
め
や
ぅ
ざ
す
る
炭
坑
地
方
中
、仕
事
停
廢
以
前
の
勞
.働
時
間 

:
y

の
維
持

さ

れ
て
：
®

,

:

ふ：地
ン
に
於
そ
は
>坑
夫
は
如
何
に
坑
主
の
課
す
る
條
他
が
不
條
理
な
る 

レ
：
-

:

:

にものであつても，
國

K

的
權
能
に
依
る
何
等
の
保
護
を
蒙
る
を
得
な
い
し
、他
の
地
方
に
於 

:

て
は
、地
方
協
定
ぱ
依
つ
て
，

め
ら
れ
た
條
件
に
對
し
て
は
、仲
裁
々
判
に
抗
.骨
す
る
道
が
あ 

N

;

る
が
、此
裁
判
の
構
成
法
は
求
が
政
府
の
示

 ̂

ニ
個
月
前
政
府
は
鎭
業
協 

ニ
：：

I

會
：の
陳
情
に
從
ひ
、七
時
，叫
努
働
制
の
權
利
を
坑
か
ら
媒
収
す
る
法
律
を
制
定
し
、今
又
同 

1

方
：而
の
陳
情
，に
從
ひ
，其
政
府
の
宣
言
じ
た
所
に
反
す
る
に
拘
は
ら
す
、全
國
的
交
涉
幷
に 

:‘
全
國
的
協
究
を
廢
乘
し
や
；ブ
ざ
す
る
。
斯
の
如
き
も

.

の
に
對
し
て
、坑
央

t

t

合
は
政
府
の
深 

き

考

得

に

成

れ

る

，，所
.

説
で
：
あ

る

こ

，

W

を
信
じ

な
.い。
吾
人
は
敢
て

®

用
の
抗
⑨
を
望
む
裁 

:

で
は
な
い
が
，坑
夫
を
し
て

‘

地
方
的
協
定
に
復

«

せ
し
め
る
こ

ゴ
を
強
ゆ
る
爲
め
に
、仕
#
‘の
 

:

引

續

い

て

停

：廢
，さ
：れ
，.る
場
：合
に
：は
、其
.

貴
®

,

は
政
府
种
に
坑
主
の
肩
上
に
存
す

る

こ
ざ
認
め 

"

，
る
に

W

雄
し
な
い
。

'

今

H
I
.

に
：
於
て
も
、杭
：夫
紐
合
聯
仓
會
は
九
：月

三

日
徵
明
し
た

「

産
業
の
目
前
に
於
け
る
必
耍
に 

應
す
る
爲
め

•

勞
働
凝
の
節
減
を
目
的

V
J

す
る
全
國
的
協
定
を
成
立
せ
し
め
る
交
涉
を
開
始

密一

十
5
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 二
が
：
： }

英國炭坑

$
f
f購̂の發展
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黎
<

之 は 一 元 國 る あ 方 方 る  

を 务 を 來 的 當 ら を の 共  

決 炭 付 此 協 而 う し 爲 同  

定 坑 す 事 定 の 。 て め 的
可 に し 區 ： る た の 問 個 に 協

別 搜 定  

的 さ の

に れ 存  

協 る  
定 危 せ

方 B  
策 は

第
二
十一

卷

(

ニ
六〕

英
國
1:̂
坑
爭
議
の
發
懷

‘

す
る

」
こ
ざ
を
希
望
す
る
。
蓋
し
全
體

’/
J

し
て
の
逢
業
を
支
配
す 

ざ

6
場
合
に
は
、此
，較
的
繁
榮
な
る
地
方
の
標
準
が
劣
等
な
る
地 

ソ、臉
あ
る
の
み
な
ら
：す、中
央
圓
體
の
，，
诣
導
な
ぐ
し
て

Y
1

十

1
1

の
地 

を
行
は
し
め
た
な
、ら
ば
、徒
に
衝
爽
を
滋
か
、ら
し
め
，る
に
至
る
で 

右
に
0

げ
た
諸
多
の
，議
論
に
徵
す

、れ

ぱ，英
國
の
炭
机
業
に
於
け 

や
將
來
に

k

る
問
題
を
解
決
，す
る
に
就
て
、坑
失
組
合
聯
合
會
が
全 

し
之
に
圓
執
す
る
こ

ブ
レ
の
颇
る
熟
烈
で
あ
る
こ

V
J

が

窺
.

は
れ
る
。

政
策
の
下
に
、政
府
が
全
國
の
炭
坑
區
域
を
通
じ
て
、或
る
程
度
の
統

て
か
ら
，坑

夹

に

大

な

る

刺

，戟
，を
：及

ぱ

し

た

の
.

で
め
> 

つ
て
、W

来
坑
主

別
'

的
に
、|

3；

銀
を
決
律
，し
や
ぅ
ざ
す
る
に

®

し
て
、杭
夫
は
全
國
的
に

希I
g

i

を
懷
ぐ

.

に
至
，

0

，た
"

‘§
‘，で
，ぁ
る
。
現
に
千
九
百
二
十
ギ
十
月
の
炭
锐
服
業

間
题
は
炭
坑
業
の
板
め
；；る
利
，益
に
徵
し
、又
餘
剩
利
猛
の
如
何
に
取
极
は
れ
る

:
|

る
ソ
か
の
旅
則
一
を
考

r

モ
ん
百
ニ
：十

！：年
三
月
以
前
に
案
を
具
し
て
、政
府
に
：通
骨
す
る

i

云
ふ

條
#

の
下
に
、一
時
的
，辦
決
を
吿
げ
，右
の
時
期
に
：到
來
し
て
、愈
々
賞
銀
間
題
を
.解
決
す
る
こ
ふ

勿
論
、稍 

を
主
張 

る
、戦
時
石
炭

ご

’/
J
〜

爲
つ

域
に
就

て
、個

や

A
p
\

 y

レ

す
る

際

し

て

、賃
銀 

き
も
の
で
あ

いい
.

.

シ̂
:;::：:;

:
:
?

バ̂
:
^
.

レ
.！：：.：■.り；：

ド
だ

：|

I
に
I：
5

爲

，
る
：
や

、
み

主

は

，
以

前

の

‘

地
方
的
基
礎
に
置
か
れ
賞
銀
制
に
復
歸
し
や
う
，/

」

す
る
に
對
し

て、g

夫
は
：政
府
管
理
：の
下
於
，け
る

W

同
じ
ぐ
•全
國 

決

定

を

主

張

し

兩

者

，の
播：

0

:

合

は

ざ

る
爲
め
、四

月

I

 

招

き
，其
解

决

，條

件

に

/於

て
、
杭
夫
は
全̂
國
的
賞
銀 

か
ら
ざ

'

る
破
目
に
陷
つ
た
が
、

‘

尙

，ほ

.賞

銀

決

楚

の

機

脇 

的

裁

局

ざ

：旧
設
け
：られ
、更
に
全
國
の
質
銀 

る

一

助
；と
レ
て
、政
府
；か
ら
：若
：干
の
郁
助
金
の
交
付
さ 

す
：る
'

利
，翁
金

.

.

に
對
し
.

て
.

坑
I

夹
.

を
し
て
，
.

參
加
せ
し
.め
る 

る
殺
，度
ま
で
貫
徹
さ
れ
：、

.

賞
銀
に
.開
す
る
全
國
的
協
定 

た
の
で
あ
る

。

、

:

‘
 

' 

七

：
'

,

賞
銀
：の
全
國
的
協
定
に
，刷
す
る
來
歷
以
上
の
如
く

的
プ

I

 \

の
繼
續
幷
に
全
國
的
貨
銀
の 

日
か
ら

•

七
月
四
日
に
在
つ
て
、®
業
の
休

決
定
に
關
す
る
要
求
を
‘徹囘
せ 

ざ

し

て、全
國
的
载

お

一

)

 

を
成
る

可

ぐ

盡

4

的
の
も
の
た 

れ
る
制
度
確
立
し

n

方
に
坑
虫 

方
法

s

'

せ
ら
れ
，斯
く
坑
夫
の
要 

に
向
つ

て
、
次
第
に
ル
を
進
め
る

ら で 
な あ
い る

。 "d： 
然 す

此
機

<
|
s

に
：臨

ん

で

、之
に
，固

執

す

る

は
、
敢
て
强
む
に
足

を
源
け
た
も
の
か
、賞
银
，の
全
國
的
協
定
に
對
し
て
は
、全
然
ぜ
を
藉
す
め
餘
裕
を
持
た 

•
:
第
二
十

1

海
.

(

ニ
七)

爽
國
炎
坑
#>

謎

の

發

展

：
' 

第1

號

に 求 の ら ざ  

至 の 收 し 地 ろ  

ウ 成 得 め 方 可

る ii 

に ぱ  

政 坑  
前. 失 

は ft 
fit合 

主 聯



:

f

T

i

'
 Cl

1

A
-
'
y
あ
閥
妖
坑
邻
謹
の
發
展.  

部
£
 

ニ
A 

，に
：十

月

六

日

翁

相

秘

#
:窗
が
首
相
の
命
に
依
つ
て
、坑
夫
紐
☆
聯
合
會
執
行
委
員
に
寄
せ
た
書 

而
に
憐
れ
，ぱ、政
府
は
取
に
，暫

：：

定
的
に
，地
方
協
ポ
を
行
つ
て
，以
つ
て
仕
を
復
奮
せ
し
め
、典
協 

定
.
の
當
否
は
全
國
的
仲
裁
々

‘制
に
於
て
ノ

V

を
決
定
せ
し
め
，爲
め
に
必
要
な
る
法
徘
案
を
議
會 

:

じ
.探
出
し
や
ぅ

V
J

す
る
の
み
で

.あ
つ
て
、此
以
上
に
は
一
步
を
進
め
な
い
。
而
し
て
坑
失
組
合 

聯
合

t

が
斯
る
方
針
お
以
つ
て

.姑
息
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る

>
/

」

し
て
，之
に
贊
成
し
な
い
の 

は
：勿
論
で
あ

つ

て

、斯
ー
ゃ
政
府
、杭
：主
、坑

夫

間

の

刷

係

は

爭

議

開

始

後

六

個

月

を

經

て

，如

何

.，レ
も 

-

すy

ふ
：能

は

ざ

る

狀

，態
，に
.
陷
；々
、報
織
も
し
て
；空
し
ぐ
就
繼
續
す
*る
儘
に
任
さ
し
め
る
に
至
つ
た 

9

で
ぁ
る

0

炭

挑

業

に

於

け

る

狭

，：義

の

經

濟

的

問

题

ざ

し
て
、考

へ

る

W

き

は
，

S

主
が
地
方
的
協
定
を
主 

-

張
す
る
域
ぬ
は
充
分
'に
了
解
：さ
れ
る
。

即
ち
個
別
の
他
力
的
協
走
は
各
々
分
立
す
る
杭

S

の：
 

M
擔
能
：力

を

嚴

碰

i

し
て
、賞
銀
を
：決
楚
す
る
次
第
で
あ
る
か
ら
，貧

0
な
，、
る

坑

腐

で

あ

ウ

て

も

、 

;

其
：貧
織
な
：る
程
度
に
卿
じ
て
，

W

は
#

立
す
る
餘
地
の
見
出
さ
れ
る
に
反
し
、全
國
的
協
定
を
以 

つ
て

.す
る
み
き
は
或
る

，
：

g

 

E

k
此
協
定
に
伴
ふ
ね
擔
に
堪
へ
る
能
は
す
し
て
、

§

鎮
の
已
む
を 

得
ざ
，る

に

至

る

こ

ビ

な

し

ざ
I
Mな
い
。
斯
ぐ
て
坑
主
は
地
方
的
協
定
の

.下
に
、存
立
す
る
を
得

■

る

或

る

區

の

全

：國
的
：協
律
の

下
に

，
m
鎖
さ
れ
，る
に
至
る
影
響
を
舉
げ
て
、後
密
の
％
夹
其
も 

のに不利でめるこを

-

指
摘
レ
て
、以
つ
て
，自
說
を
實
現
す
る
資
料
に
充
て

や

ぅ
-
す
る
め 

で
あ
；る
。

此
議
論
た
：る
、，

I

應
の
道
理
あ
る

"

や
：
に
思
は
れ
る
，かも
知
れ
な
い
が
#
人
は
直
に
其 

，然

，る

を
信
す
る
を

#

な
い
。
：一
ぐ
働
；條

仲

の
.

：®

定
を
地
方
的
に
す
る
か
、全
國
的
に
す
る
か
、孰
れ 

を
以
つ
て
可
な
り
ビ
す
る
や
の
問
題
は
孰
れ
に
依
つ
た
な
ら
ぱ

>

永
久
的
性
質
を
發
挪
し
て
、能 

ぐ
斯
業
の
平
和
を
維
持
す
る
を
得
る
か

i

云
ふ
，し

’/
J

を
以
つ

て
、
判
斷
の
要
點

’/
J

し
な
け
れ
ぱ 

な

，ら

な

い

。

而
し
て
：此

#

:

は
：當

，事

者
双
方
の
協
定

.

條
仲
に
對
し
て
、之
を
公
と
し
て
？̂諾
す 

る
，」

V
J

 

:

の
如
何
に
依
る
の
で
あ
る
。

«

業
協
會

>

 

坑
夫
組
合
聯
合
愈

-

^

の
間
に
、此
機
會
に
於 

て、自
：山

0

交
，渡
が
公

m

的

，じ
：行

は

れ

た

な

ら

ぱ

、永

久
の
平
和
を
齋
す
に
有
利
な
る
雾
圍
氣
の 

下
に
、協
定
を
成
ま
せ
し
め
る
を
得
る
れ
、之
に
反
し
て
坑
主
が
飽
ぐ
ま
で
も
地
方
的
交
渉
に
圓 

執
し
た
す
し
た
な
ら
ば
、此
事
た

る
、
杭
夫
に
向
：づ
て
、陈
服
を
强

ゆ
る

も
の
で
あ
つ
て
‘彼
等
の
屈 

從
は
之
を
姑
る
が
，具
正

/

の
解
決
は
遂
に
求
め
、ら
れ

な

い
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
は
杭
主
に
取 

つ

て
は、成
は
其
快

ざ
ず
る
，所
で
あ
、ら
ぅ
が
、炭
坑
業
の
み
な
ら
や
、
！
般
の
廣
業
に
於
け
る
勞
働 

者
に
對
し
て
は
、大
な
る
苦
痛
で
あ
り
、彼
の
階
級

®

#

を
誘
發
す
る
者
の
如
：き

t
f

収
つ
て
以
ゥ 

:
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想
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三
0〕

：
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，英M

炭坑

$
!
?
*

購の發
展

：

'

て
恰
好
の
資
料

ざ

す
る
で
あ
ら
ぅ
。
地
方
的
協
定
を
可
な

>
9
 

,
bす
る 

體
の
爭
：講
を
し
て
政
治
か
、ら
分
離
せ
し
め
る
方
便
で
あ
る
ざ
す
る
が
：
 

さ
は
現
在
の
事
實
に
對
し
て
、餘

b

に
隔
絕
し
た
事
柄
で
あ
る
、，

CJ

す
る 

、

斯
の
如
く
恍
夫
組
：

<
$
:聯
合
會
の

&

議
解
決
の
條
仲
：

^
^

」

す
る
目
標
の
：
 

ね
、1

濃
之
に
向

a

て、突
進
し
ウ

^
あ
る
，間

に

於

て
、
十
月
初
旬
前
後
か
：
 

:

可
き
兆
：候

i
し
て
、目
さ
れ
る
の
は
、罷
業
者
：の
ニ
部
が
坑
山
に
歸
遺
し 

で
i
言

.-:固
ょ
ヶ
是

，等

復
業
坑
夫
の
内
に
は
、當
初
か
ら
罷 

彼
等
の
•多

數

が

歸

遺

し

盡

し

、殘

る

激

は

所

i
i

ベ
らie-liards

ご 

當
，初

の

目

的

に

猛

進

し

、
自
ら

坑
夫
，：SV,

分

野

を

明

な

、ら
し
め 

★
 

©
生>

 

る
こ
の
多
け
：れ
ぱ
多
い
だ
け
、坑
主
を
し
て
乘 

服
業
の
ー
效
染
を
消
失
せ
し
め
る
掛

.念

な

し

ざ
し
な
い
。
現 

'據

n

ぱ
、復
業
し
た
坑
失
の
數
は
，罷
業
激
總
數
の
百
慕
人
に
：

他

人

を

一

し

て

同

盟

雁

：業
4

早
ぐ
：も
其

.S

分
：

の
；！

を
終
了
し 

英

國

坑

夹

.の
爲
め
に
、恐
る

‘可
き
所
は
實
に
此

1

事
に
.在る

業
に

反

劉

第一

就
 

坑
主
は
之
を 

，今

a

に
於
て 

の
外
は
な
い 

頗
る
明
確
な 

ら
彼
等
の
爲 

て
、仕
事
に
就 

し
て
居
つ
た

英
國
議
愈
改
，本

1
1

賊
张
に 

對

し
た

一

部
貴
族
，1の
縛
名

B 卷 く め る の は 以
も の に 、 も で 斯 つ  

あ 一 憂 の あ の て

T  ! ) ,事 ふ あ る 如 全

る
か
も
知
れ
な
い
が
、斯
る
®
切
り 

す
る

.間
隙
を
見
出
さ
し
め
、欺
ぐ
て 

に
十

I

月

上

旬

新

聞

.紙
の
記
事
に 

0
し

て

、
三

十

蒋

人

に

當

-
^
^
，斯

く

て
 

た
と
稱
せ
し
め
た
所
以
で
あ
る
。

’/
J

云
は
ざ
る
を
得
な
い
。
隨
つ
て

坑
失
の
旧
に
、斯
る
襄
切

.

も
者
の
银
出
す
る
こ

W

を
多
か
ら
し
め
や
ぅ
と
し

て
"*

坑
主
側
が
陰
險 

な
る

手
：
段
を
縱
に
し
ね
こ

.

^

^

;

;

:

、̂勞
働
述
動
史
：上
に
於
て

*

特
筆
す
可
き
所
で
ぁ
ジ
て
，現
に
ッ

I

 

.

.

ク：

キ
ッ
>

 

シ
ャ

ー

地
-
;

方
ー
の
：
：
如

^

^

,

-

:坑

失

，
の
.

圓
結
カ
の
比
較
的

#

蘇
な
：る
所
に
於
ヤ
は
、坑
主
は
之
：

 

，に

乘
，
‘

じ
て
坑
夫
に
千
，九
百
二
十
六
年
四
月
の
，標
準
以
上
の
賞
銀
を
支
挪
ふ

ざ

か、其
支
拂
を
儿 

一
個
同
圳
保
傘
す
る
ミ
か
、七
時
問
勞
働
制
を
實
行
す
る

W

か，
®

々
の
好
餅
を
以
ウ
て
、服

M

者
を 

釣
ダ
寄
せ
、斯
ぐ
て
坑
夫
の

P

結
：力
を
破
壞
し
や
ぅ
マ

」

し
、外
部
じ
於
て
、坑
主

W
.

氣
脈
を
通
じ
て
，
 

之
を
；助
け
る
裁
亦

タ

な

レ

4
:レ
な
か

つ
た
。

>

 

ッ
ク
ほ
が
：或
る
時
愤
激

し
、
家
主
、商
ぽ
主
幷
に 

擎
察
官
は
總

.

て
坑
主
，

に
：
味一,

方
し
.，て
居
る
激
で
ぁ
つ
た
の

は
、
即
ち
此
般
の
事
情
を
語
る
も
の
で 

ベあ
つ

.

V
^
、
T
方

に

坑
夫
侧

b M

如
り
者
抑
制
又
，は
引
炭
し
述
動
ビ
共

に
、
世
人
の
注
目
を
惹
い
た 

所
-

^

爲
ジ
た
の
で
あ
る
。
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